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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本要領は、次条に定める工事等及び物品等の購買等における入札・契約の過程に係る苦

情を適切に処理する仕組みを整備することにより、入札契約手続の一層の透明性、客観性の向

上を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、「東日本高速道路株式会社契約事務処理要領」（平成２

３年２月２１日東高技調第５９６号。以下「契約事務処理要領」という。）に定めるところによ

る。 

 

（本要領の対象） 

第３条 本要領による苦情処理の対象は、以下の各号に掲げる場合を除く全ての工事等及び物品

等の購買等とする。 

一 当社の行為を秘密にする必要がある工事等及び物品等の購買等 

二 政府調達に関する協定（平成７年１２月８日条約第２３号。以下「政府調達協定」という。）

の対象となる工事等及び物品等の購買等 

三 「公共工事の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針（平成８年６月１７日事

務次官等会議申合せ。以下「運用指針」という。）記４の対象となる調査等 

四 契約制限価格が２５０万円未満の工事等及び物品等の購買等 

五 政府調達協定の対象とならず、かつ調達方式が随意契約方式である物品等の購買等 

２ 政府調達協定の対象となる工事等及び物品等の購買等並びに運用指針記４の対象となる調査
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等については、政府調達に関する苦情の処理手続（平成７年１２月１４日付け政府調達苦情処

理推進本部決定）に基づく政府調達苦情検討委員会による苦情処理が行われることになるため、

本要領を適用しない。 

 

第２章 一次苦情申立て（説明請求） 

 

（理由の通知） 

第４条 契約責任者（東日本高速道路株式会社契約規程実施細則（平成１７年細則第１６号）第

２条の契約責任者をいう。以下同じ。）は、第３条第１項に掲げる工事等及び物品等の購買等に

ついて、契約事務処理要領の定めに従い、別表１－１に定めるとおり理由を通知するものとす

る。 

 

（説明請求できる者、その範囲及び期間） 

第５条 説明請求できる者、その範囲及び期間は、別表１－１または１－２に定めるとおりとす

る。 

 

（説明請求の方法） 

第６条 説明を請求する者は、契約責任者に対し、説明請求者の氏名及び住所、説明請求の対象

となる工事等又は物品等の購買等名、不服のある事項並びに不服の根拠となる事項等を記載し

た書面（様式自由）を、持参、書留郵便または電子メールにより提出しなければならない。 

 

（説明請求に対する回答） 

第７条 契約責任者は、説明請求があった場合には、別表１－１または１－２に定める期間内に

書面（様式１。以下「回答書」という。）により回答するものとする。 

２ 契約責任者は、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由が

あるときは、回答期限を延長できるものとする。ただし、その場合においても、できる限り速

やかに回答するものとする。 

 

（説明請求の却下） 

第８条 契約責任者は、説明請求期間が過ぎてしまったことその他客観的かつ明白に説明請求の

適格を欠くと認められるときは、別表１－１または１－２に定める期間内に、様式２によりそ

の請求を却下することができるものとする。 

 

 

（説明請求手続等についての明示等） 

第９条 契約責任者は、第４条から前条までに定める手続及び説明請求ができる旨の明示等を、

別表１－１または１－２に定めるとおり行うものとする。ただし、本要領の対象となる工事等

及び物品等に係るものに限る。 
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（説明請求及び回答の公表） 

第１０条 契約責任者は、説明請求者に第７条または第８条の回答を行ったときには、説明請求

者の提出した書面及びそれに対する回答書を、当社ホームページへの掲載等により遅滞なく公

表するものとする。 

２ 契約責任者は、説明請求者の提出した書面及びそれに対する回答書を公表することにより、

入札手続きにおける公正性、透明性、競争性の確保に支障をきたす恐れがあると認められる場

合は、前項によらず、当該入札手続きの終了後遅滞なく公表するものとする。 

 

第３章 再苦情申立て 

 

（再苦情の申立てができる者及び方法等） 

第１１条 回答書を受け取った者であって、回答書による説明に不服がある者は、再苦情の申立

てを行うことができるものとする。 

２ 前項の再苦情の申立ては、回答書を受け取った日から７日（休日を含まない。）以内に、再苦

情申立者の氏名及び住所、再苦情申立の対象となる工事等及び物品等の購買等名、不服のある

事項並びに不服の根拠となる事項等を記載した書面（様式自由）により、契約責任者に対して

行うことができるものとする。 

３ 契約責任者は、再苦情の申立てがあった場合には、速やかに、「入札監視委員会の設置に関す

る規程」（平成１７年規程第３４号。以下「入札監視委員会規程」という。）により設置される

入札監視委員会（以下「入札監視委員会」という。）に審議を依頼するものとする。 

４ 入札監視委員会の審議に係る具体的な手続は、入札監視委員会規程等によるものとする。 

 

（再苦情申立てへの回答） 

第１２条 契約責任者は、申立者に対し、入札監視委員会の審議の結果を踏まえたうえで、入札

監視委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、そ

の結果を以下のとおり書面（様式３）により回答するものとする。 

類型 申立者に対し明らかにする内容 

申立てが認められなかったとき 申立てに根拠がないと判断された理由を示してその

旨 

申立てが認められたとき 申立てが認められた旨及びこれに伴い契約責任者が

講じようとする措置の概要 

 

（再苦情の申立ての却下） 

第１３条 契約責任者は、申立期間が過ぎてしまったことその他客観的かつ明白に申立ての適格

を欠くと認められるときは、再苦情申立て後７日（休日を含まない。）以内に、様式４によりそ

の申立てを却下することができるものとする。 



入札・契約の過程に係る苦情処理要領－4 

 

（再苦情処理手続等についての明示等） 

第１４条 契約責任者は、第７条第１項の回答書中に、第１１条の再苦情申立てができる旨を明

示し、周知を図るものとする。 

 

（再苦情処理結果の公表） 

第１５条 契約責任者は、再苦情申立者に第１２条または第１３条の回答を行ったときには、再

苦情申立者の提出した書面及びそれに対する回答書を、閲覧による方法により速やかに公表す

るものとする。 

 

 

附 則（令和６年３月２７日東高総調第２３５号） 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行により、「工事等における入札・契約の過程にかかる苦情処理要領」（平成２

４年３月２日東高技調第４０２号）は廃止する。 

 

附 則（令和７年３月２６日東高総調第１２０号） 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表１－１（第２章関係） 

調達方式 

 

理由の通知（第４条関係） 説明請求（第５条関係） 説明請求に対する

回答期限 

（第７条関係） 

説明請求を却下で

きる期間 

（第８条関係） 

説明請求手続き等の明示

等の方法 

（第９条関係） 

通知の名宛人 通知する内容 説明請求できる者 説明請求できる範囲 説明請求できる期間 

（休日を含まない） 

一般競争入札方

式 

競争参加資格がないと認め

た競争参加希望者 

競争参加資格がない

と認めた理由 

競争参加資格がないとされた競争参加希望

者で不服のある者 

競争参加資格がない

とされた理由 

競争参加資格確認結果の

通知日の翌日から７日間 

説明請求できる期

間の最終日の翌日

から５日後（休日

を含まない） 

 

※説明請求書を受領

した日以降であれ

ば、説明請求できる

期間の最終日を待

たずに回答するこ

とは可能。 

説明請求のあった

日の翌日から５日

以内（休日を含ま

ない） 

入札公告または説明書に

おいて、説明請求ができる

旨を明示 

一般競争入札方

式 

（指名併用型） 

競争参加資格がないと認め

た競争参加希望者 

競争参加資格がない

と認めた理由 

競争参加資格がないとされた競争参加希望

者で不服のある者 

競争参加資格がない

とされた理由 

競争参加資格確認結果の

通知日の翌日から７日間 

入札公告または説明書に

おいて、説明請求ができる

旨を明示 

条件付一般競争

入札方式 

競争参加資格がないと認め

た競争参加希望者 

競争参加資格がない

と認めた理由 

競争参加資格がないとされた競争参加希望

者で不服のある者 

競争参加資格がない

とされた理由 

競争参加資格確認結果の

通知日の翌日から７日間 

入札公告または説明書に

おいて、説明請求ができる

旨を明示 

条件付一般競争

入札方式 

（指名併用型） 

競争参加資格がないと認め

た競争参加希望者 

競争参加資格がない

と認めた理由 

競争参加資格がないとされた競争参加希望

者で不服のある者 

競争参加資格がない

とされた理由 

競争参加資格確認結果の

通知日の翌日から７日間 

入札公告または説明書に

おいて、説明請求ができる

旨を明示 

指名競争入札方

式 

  当該入札と同一の工事種別等に登録がある

有資格業者のうち、当該入札に参加する者

として指名されなかった者で不服のある者 

指名されなかった理

由 

指名競争入札の公表を行

った日の翌日から７日間 

指名競争入札の公表にお

いて、説明請求ができる旨

を明示 

簡易公募型競争

入札方式 

技術（業務）提案書の提出

者として選定しなかった競

争参加希望者 

技術（業務）提案書

の提出者として選定

しなかった理由 

技術（業務）提案書の提出者として選定し

なかった競争参加希望者で不服のある者 

技術（業務）提案書の

提出者として選定さ

れなかった理由 

非選定通知の日の翌日か

ら７日間 

入札公告または説明書に

おいて、説明請求ができる

旨を明示 

簡易公募型プロ

ポーザル方式 

技術（業務）提案書の提出

者として選定しなかった参

加表明書の提出者 

技術（業務）提案書

の提出者として選定

しなかった理由 

技術（業務）提案書の提出者として選定し

なかった参加表明書の提出者で不服のある

者 

技術（業務）提案書の

提出者として選定さ

れなかった理由 

非選定通知の日の翌日か

ら７日間 

入札公告または説明書に

おいて、説明請求ができる

旨を明示 

見積者として特定しなかっ

た技術提案書の提出者 

見積者として特定し

なかった理由 

見積者として特定しなかった技術提案書の

提出者で不服のある者 

見積者として特定さ

れなかった理由 

非特定通知の日の翌日か

ら７日間 

標準プロポーザ

ル方式 

  当該入札と同一の業種に登録がある有資格

業者のうち、当該入札に参加する者として

指名されなかった者で不服のある者 

指名されなかった理

由 

指名競争入札の公表を行

った日の翌日から７日間 

指名競争入札の公表にお

いて、説明請求ができる旨

を明示 

見積者として特定しなかっ

た技術（業務）提案書の提

出者 

見積者として特定し

なかった理由 

見積者として特定しなかった技術（業務）

提案書の提出者で不服のある者 

見積者として特定さ

れなかった理由 

非特定通知の日の翌日か

ら７日間 

技術（業務）提案書の提出

要請書において、説明請求

ができる旨を明示 
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随意契約方式   当該契約と同一の工事種別に対応する建設

業法（昭和２４年法律第１００号）の建設

工事の種類について建設業の許可を有する

者（建設業法第３条第１項に規定する「許

可」を受けている者をいう。）又は当該契約

と同一の有資格業者で不服のある者 

当該契約の相手方と

して選定されなかっ

た理由 

随意契約結果書の公表を

行った日の翌日から７日

間 

随意契約結果書または当

社ＨＰにおいて、説明請求

ができる旨を明示 
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別表１－２（第２章関係） 

落札決定方式 

 

理由の通知（第４条関係） 説明請求（第５条関係） 説明請求に対する

回答期限 

（第７条関係） 

説明請求を却下で

きる期間 

（第８条関係） 

説明請求手続き等の明示

等の方法 

（第９条関係） 

通知の名宛人 通知する内容 説明請求できる者 説明請求できる範囲 説明請求できる期間 

（休日を含まない） 

   総合評価落札方式における非落札者のう

ち、落札者の決定結果に対して不服がある

者 

非落札理由 

 
※「非落札理由」とは、

総合評価を行った結

果、当該非落札者が落

札者とされなかった理

由をいう。 

落札者決定の公表を行っ

た日の翌日から７日間 

説明請求できる期

間の最終日の翌日

から５日後（休日

を含まない） 

 

※説明請求書を受領

した日以降であれ

ば、説明請求できる

期間の最終日を待

たずに回答するこ

とは可能。 

説明請求のあった

日の翌日から５日

以内（休日を含ま

ない） 

入札公告または説明書に

おいて、説明請求ができる

旨を明示 
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【様式１】（回答書） 

文 書 番 号 

令和 年 月 日 

 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

東日本高速道路株式会社○○支社（○○事務所） 

≪契約責任者名≫ 

 

回答書 
 

 

令和 年 月 日付けで貴社から説明請求のありました件につきまして、下記のとおり回答

します。 

本回答に不服のある場合は、本回答書を受け取った日の翌日から７日（休日を含まない。）

以内に、当職に対し、氏名及び住所、対象となる工事等または物品等の購買等名、不服のある

事項並びに不服の根拠となる事項等を記載した書面で、再苦情を申し立てることができます。

【青色着色部は、WTO／運用指針基準額未満の場合のみ記載すること】 

本回答に不服のある場合は、政府調達に関する苦情の処理手続（平成７年１２月１４日付け

政府調達苦情処理推進本部決定）に基づき設置された政府調達苦情検討委員会に対し、苦情処

理を申立てることができます。【緑色着色部は、WTO／運用指針基準額以上の場合のみ記載すること】 

 

記 

 

１．説明請求の対象工事(調査等)(件)名 

 

２．不服のある事項 

 

３．説明請求に対する回答 

 

 

 

以 上   
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【様式２】（説明請求却下書） 

 

文 書 番 号 

令和 年 月 日 

 

 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

東日本高速道路株式会社○○支社（○○事務所） 

≪契約責任者名≫ 

 

説明請求却下書 
 

 

令和 年 月 日付けで貴社から説明請求のありました件は、下記の理由により却下します。 

本回答に不服のある場合は、本却下書を受け取った日から７日（休日を含まない。）以内に、

当職に対し、再苦情を申し立てることができます。なお、この再苦情は、○○支社入札監視委

員会において審議されます。 

 

記 

 

１．説明請求の対象工事(調査等)(件)名 

 

２．不服のある事項 

 

３．説明請求を却下した理由 

 

 

 

以 上   
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【様式３】（再苦情申立に対する回答書） 

 

文 書 番 号 

令和 年 月 日 

 

 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

東日本高速道路株式会社○○支社（○○事務所） 

≪契約責任者名≫ 

 
 

再苦情申立に対する回答書 
 

 

令和 年 月 日付けで貴社から再苦情申立のありました件につきまして、下記のとおり回

答します。 

なお、本回答は、○○支社入札監視委員会において審議された結果を踏まえた内容であるこ

とを申し添えます。 

 

記 

 

１．再苦情申立の対象工事(調査等)(件)名 

 

２．不服のある事項 

 

３．再苦情申立に対する回答 

 

 

 

以 上   



 

入札・契約の過程に係る苦情処理要領－11 

 

 

【様式４】（再苦情申立却下書） 

 

文 書 番 号 

令和 年 月 日 

 

 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

東日本高速道路株式会社○○支社（○○事務所） 

≪契約責任者名≫ 

 

 

再苦情申立却下書 
 

 

令和 年 月 日付けで貴社から再苦情申立のありました件は、下記の理由により却下しま

す。 

 

記 

 

１．再苦情申立の対象工事(調査等)(件)名 

 

２．不服のある事項 

 

３．再苦情申立を却下した理由 

 

 

 

以 上   

 

 


